
本年より、株主総会ご出席の株主さまへのお土産は
取りやめとさせていただきます。何卒ご理解賜りま
すようお願い申し上げます。
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第52回定時株主総会招集ご通知

株 主 各 位 証券コード	6417
平成29年６月９日

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第52回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますの
で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、平成29年６月28日（水曜日）午後６時までに議決権
をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

❶ 日 時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時

記

以	上	

❷ 場 所 東京都目黒区三田一丁目4番1号（恵比寿ガーデンプレイス内）
ウェスティンホテル東京	地下2階	スタールーム
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください｡ )

報告事項❸ 目的事項 ❶ 第52期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）
　	事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結

計算書類監査結果報告の件
❷ 第52期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）
　	計算書類の内容報告の件

決議事項 議案　剰余金の処分の件

東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号

代表取締役社長　筒井 公久
(登記社名　株式会社三共)
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議決権行使についてのご案内

●	代理人により議決権を行使される場合は、本株主総会において議決権を有する他の株主さま１名にご出席いただけます。
その際は、代理権を証する委任状を議決権行使書用紙と合わせてご提出ください。

●	第52回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個
別注記表」につきましては、法令及び定款第19条の規定に基づき、当社ホームページ	(http://www.sankyo-fever.
co.jp/corporate/ir/meeting.html)	において掲載しておりますので、第52回定時株主総会招集ご通知には記載して
おりません。従いまして、第52回定時株主総会招集ご通知に記載されている連結計算書類及び計算書類は、監査役
が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部
であります。

●	株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事
情が生じた場合には、書面による郵送又は当社ホームページ	(http://www.sankyo-fever.co.jp/corporate/ir/
meeting.html)	において掲載することにより、お知らせいたします。

次ページの「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。

株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

開催日時 平成29年6月29日（木曜日）午前10時

郵送で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 平成29年6月28日（水曜日）午後6時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合
当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.web54.net）にアクセスし、同封の議決権行使書
用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがっ
て賛否をご入力ください。

行使期限 平成29年6月28日（水曜日）午後6時まで
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議決権行使ウェブサイトアドレス

http://www.web54.net

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットにより本総会の議決権を行使される場合は、あらか
じめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申しあげます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行
使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

なお、携帯電話専用サイトはご利用になれませんのでご了承ください。

2. 議決権行使のお取扱いについて
❶ インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議

決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パ
スワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご
入力ください。

❷ 議決権の行使期限は、株主総会開催日前日の平成29年６
月28日（水曜日）午後６時までとなっておりますが、お早
めにご行使くださいますようお願い申しあげます。

❸ インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最
後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいた
します。なお、インターネットによる議決権行使と議決権行
使書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネッ
トによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたしま
す。

❹ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダー
及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主さまのご
負担となります。

3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
❶ パスワードは、ご投票される方が株主さまご本人であること

を確認するための重要な情報ですので、大切にお取扱いく
ださい。

❷ パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなりま
す。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に
従ってお手続きください。

❸ 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、
本総会に限り有効です。

ア
ク
セ
ス
手
順
に
つ
い
て

議決権行使ウェブサイトへアクセス
「次へすすむ」をクリック1
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インターネット等による議決権行使のご案内

4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
❶ 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法が

ご不明な場合は、以下にお問い合わせください。
	 三井住友信託銀行	証券代行ウェブサポート	専用ダイヤル	

[電話］	0120（652）031	
				（受付時間	9:00～21:00）

❷ その他のご照会は、以下のお問い合わせ先にお願いいたし
ます。

	 ア.	証券会社に口座をお持ちの株主さま
	 　	お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
	 イ.	証券会社に口座のない株主さま
	 				（特別口座をお持ちの株主さま）
	 　	三井住友信託銀行	証券代行事務センター	
	 　	[電話］	0120（782）031
	 　	（受付時間	9:00～17:00	土日休日を除く）

※ 議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含み
ます｡）につきましては、株式会社東京証券取引所等によ
り設立された合弁会社株式会社ICJが運営する議決権電
子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合

には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行
使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使
以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことがで
きます。

以
降
は
画
面
の
入
力
案
内
に

従
っ
て
賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

議決権行使ウェブサイトへアクセス
「次へすすむ」をクリック

ログインする
お手元の議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック
2 パスワードの入力

お手元の議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック

3
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議案及び参考事項

　当社では、株主の皆さまへの利益の還元を経営上の最重要課題のひとつとして位置づけております。配当政策につきま
しては、連結の親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向25％を目安とした利益配分指針とし、配当の継続的
な増加を目指してまいります。
　内部留保金につきましては、商品開発・設備投資・販売の強化等に有効に活用し、業績の一層の向上に努めるととも
に、自己株式の取得につきましては、資本効率の向上を勘案した上で判断してまいります。
　第52期の期末配当につきましては、1株につき75円とさせていただきたく存じます。これにより、中間配当金75円を加
えた年間配当金は、1株につき150円となり、連結配当性向は683.6％となりますが、上記方針に加え、安定配当の観点
から年間配当は据え置きたく存じます。

期末配当に関する事項
❶ 配当財産の種類
　	金銭といたします。
❷ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　	当社普通株式1株につき金75円といたしたいと存じます。
　	なお、この場合の配当総額は、6,088,258,575円となります。
　	これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき金150円となります。
❸ 剰余金の配当が効力を生じる日
　	平成29年6月30日といたしたいと存じます。

株主総会参考書類

以上

議　　　案 剰余金の処分の件

5
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（添付書類）
事業報告（自平成28年4月1日　至平成29年3月31日）

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や
雇用・所得環境の緩やかな回復傾向が継続する一方、
米国の新政権誕生による政策の動向及び影響、ならび
に中国をはじめとしたアジア新興国経済の先行き不透
明感などが日本の景気下押しリスクとして懸念される
状況にあります。
　当パチンコ・パチスロ業界では、パチンコにおいて
平成28年12月末までの「検定機と性能が異なる可能性
のあるぱちんこ遊技機」の回収・撤去、パチスロにお
いて「新基準に該当しない回胴式遊技機」の設置比率
の順次引き下げを決定し、のめり込み防止などを目的
とした自主規制に対応した新基準機への入替に業界を
挙げて取り組みました。この結果、主に年末商戦にお
いてパチンコの人気シリーズ機の回収・撤去に伴う後
継機種の販売が盛り上がりましたが、パチンコパー
ラーは新基準機の評価を見極めたいとの動きが強く、

Ⅰ企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果 

年間を通してパチンコ、パチスロともに販売市場は低
調に推移いたしました。
　こうした中、当社グループではパチンコ11タイトル
（リユース機を除く）、パチスロ６タイトルを販売いた
しましたが、定番シリーズとなったBistyブランドのパ
チンコ「ヱヴァンゲリヲン～いま、目覚めの時～」の
販売が順調に推移したものの、市場全体の販売少ロッ
ト化の影響もあり、その他のタイトルは総じて苦戦を
余儀なくされました。
　以上の結果、連結売上高814億円（前期比40.6％
減）、連結営業利益50億円（同73.1％減）、持分法によ
る投資損失22億円を計上したことから連結経常利益
38億円（同80.8％減）、親会社株主に帰属する当期純
利益は17億円（同83.0％減）となりました。
　セグメント別の業績は次のとおりであります。

セグメント別の業績

●パチンコ機関連事業
パチンコ機関連事業につきましては、売上高605億円（前

期比38.4％減）、営業利益104億円（同45.4％減）、販売台
数172千台となりました。主な販売タイトルは、SANKYO
ブランドの「フィーバーa-nation」（平成28年７月）、「フィー

バータイガーマスク３」（平成28年11月）、Bistyブランド
の「鉄拳２	闘神ver.」（平成28年８月）、「ヱヴァンゲリヲ
ン～いま、目覚めの時～」（平成28年12月）、JBブランド
の「フィーバークィーンII」（平成29年１月）であります。
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事業報告

企業集団のセグメント別売上高

期　別

セグメント

第51期
（平成28年３月期）

第52期
（平成29年３月期）

前期比
増減率

（△は減）金　額 金　額
百万円 百万円 ％

パチンコ機関連事業 98,273 60,534 △38.4
パチスロ機関連事業 26,007 13,238 △49.1
補 給 機 器 関 連 事 業 12,159 7,204 △40.8
そ の 他 689 477 △30.8

合　　計 137,130 81,455 △40.6
（注）上記数値はセグメント間の内部売上高又は振替高を控除して記載しておりますので、前述のセグメントの概況に記載の前期比増減率と相違する場合があります。

パチスロ 涼宮ハルヒの憂鬱フィーバーa-nation ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い

●パチスロ機関連事業
パチスロ機関連事業につきましては、売上高132億円（前

期比49.1％減）、営業損失２億円（前連結会計年度は48億
円の営業利益）、販売台数32千台となりました。主な販売
タイトルは、SANKYOブランドの「パチスロ	戦姫絶唱シン
フォギア」（平成28年８月）、「パチスロ	涼宮ハルヒの憂鬱」
（平成28年12月）、Bistyブランドの「ヱヴァンゲリヲン・
勝利への願い」（平成29年２月）、「パチスロ	機動戦士Ｚガ
ンダム」（平成29年３月）であります。

●補給機器関連事業
補給機器関連事業につきましては、売上高72億円（前期

比40.8％減）、営業利益３億円（同8.9％減）となりました。

●その他
その他につきましては、売上高４億円（前期比30.8％減）、

営業損失６億円（前連結会計年度は７億円の営業損失）と
なりました。

©カラー©2006 谷川流・いとうのいぢ/SOS団
ヱヴァンゲリヲン～いま、目覚めの時～

©カラー©avex live creative Inc. ©avex management Inc. 
©avex vanguard Inc. ©avex music creative Inc. 
©TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS CO., LTD.
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　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は36億円であり、その主なものは次のとおりであります。
　当連結会計年度に完成した主要設備
　　当社治具工具（パチンコ機関連事業、パチスロ機関連事業）
　　　新機種開発用金型

２．設備投資の状況

３．対処すべき課題 
　当社グループの対処すべき課題としましては、主に
以下の２点であります。
①	パチンコ・パチスロファン人口回復に向けた取り組み
　パチンコ・パチスロ業界では、ファン人口の回復に
向けて気楽に楽しめる多様な遊技機を開発し普及を促
進する一方で、日本でのカジノ解禁の一歩となる「特
定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」（通
称：IR推進法）が平成28年12月に成立したことに伴い、
「ギャンブル等依存症対策基本法案」の成立に向けての
動きが活発化しており、公営競技などとともに当業界
も依存症・のめり込み対策に真摯に取り組むことが求
められております。
　業界では従前から客単価の上昇により市場規模を維
持してきたことがのめり込み問題やファン離れにつな
がっているとの問題意識を共有しておりますが、IR推
進法の成立が遊技金額を抑えた遊技機の開発及びパー
ラー経営に思い切って舵を切るきっかけになると期待
しております。
　大当りを手軽に楽しめ、安価で遊べる“ちょいパチ”
を業界全体で普及活動を推進するほか、当社グループ

といたしましては、長年培った開発ノウハウを駆使し、
多様で幅広い層に訴求する遊技機の開発を進めてまい
ります。
②	収益力強化に向けた取り組み
　当社グループでは、中長期的な収益力強化の一環と
して、パチンコ・パチスロ市場でのシェア拡大・売上
増、および原価低減や販管費の抑制を通じて、売上高
営業利益率の改善・向上を重点課題として取り組んで
おります。
　近年の厳しい市場環境を反映して、パチンコ・パチ
スロの販売少ロット化が進んでおりますが、当社グ
ループではこうした状況下でも一定の販売数量・シェ
アを確保すべく開発ラインナップを揃え、開発期間の
短縮化などにより販売の維持・拡大を目指します。ま
た、ハイエンドモデル・ローエンドモデル、あるいは
版権とのタイアップ・オリジナルコンテンツ商品など
に大別し、原価、研究開発費などのコスト配分にメリ
ハリをつけ、少ロットでも利益を確保できるよう各商
品ごとの損益管理を徹底してまいります。
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事業報告

期　別
区　分

第49期
（平成26年３月期）

第50期
（平成27年３月期）

第51期
（平成28年３月期）

第52期
（平成29年３月期）

売上高 （百万円） 158,453 146,579 137,130 81,455

営業利益 （百万円） 28,023 13,233 18,826 5,059

経常利益 （百万円） 30,144 14,870 19,965 3,832

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 22,400 8,728 10,485 1,777

１株当たり当期純利益 （円） 239.65 94.48 126.78 21.94

１株当たり配当額 （円） 150 150 150 150

（内1株当たり中間配当額） （円） 75 75 75 75

配当性向（連結） （％） 62.6 158.8 118.3 683.6

総資産額 （百万円） 451,149 434,648 414,183 390,585

純資産額 （百万円） 413,096 371,670 348,941 340,287

自己資本利益率 （％） 5.5 2.2 2.9 0.5

４．企業集団の財産及び損益の状況の推移 

(注)	 1.		第49期は、消費税増税決定後、パーラーの設備投資に対する慎重な姿勢が一層強まり、特にパチンコの新台購入台数に絞り込みが見られました。当社グループ
におきましては、新開発体制の下でブランド力の向上につながる人気商品の創出に取り組み、一部タイトルにつきましてはファン・パーラーから一定の評価を獲
得いたしましたが、その他タイトルにつきましては新たな試みを取り入れたものの、販売は苦戦を強いられました。

	 2.		第50期は、パチスロの型式試験の運用変更により新商品の供給が細ったことやパチンコにおいてもパーラーが新台購入を厳選する傾向が続いたことから、遊技
機販売市場は低調に推移しました。当社グループでは、パチンコ機関連事業において、演出にこだわった商品やシンプルで遊びやすい商品を投入し、一部タイト
ルについては一定の成果は得たものの、主力タイトルのパーラーにおける評価が二分され、販売が伸び悩みました。

	 3.		第51期は、のめり込み防止を目的とした自主規制の下、遊びやすい多様な遊技機の開発を業界全体で進める中、当社グループでは、新基準への速やかな対応を
図り、様々な仕様・ゲーム性の機種を積極的に投入しましたが、新基準移行を前にした旧基準機の熾烈な販売競争や新基準移行後の需要の減少を受け、売上高は
伸び悩みました。しかし、セールスミックスの変化・販売単価上昇による原価率の改善や、研究開発費・広告宣伝費の減少により営業利益・経常利益・親会社株
主に帰属する当期純利益では、前期を上回りました。

	 4.		第52期の営業成績については、前記「１．事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
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　⑴親会社との関係
　　　	該当事項はありません。

　⑵重要な子会社の状況

会 　　　社 　　　名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

百万円 ％

株式会社三共エクセル 250 100 合成樹脂製品、電子部品の製造販売
株式会社ビスティ 500 100 遊技機の製造販売
株式会社三共クリエイト 24 100 不動産業
インターナショナル・カード・システム株式会社 151 100 遊技機関連製品・部品販売
株式会社ジェイビー 364 100 遊技機の製造販売

６．重要な親会社及び子会社の状況 

　　	遊技機（パチンコ機、パチスロ機）の製造及び販売
　　	補給機器等の設計施工及び販売

５．主要な事業内容 
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事業報告

会 　　　社 　　　名 名　　　　　称 所　　在　　地

㈱ＳＡＮＫＹＯ

本 　 　 　 　 　 社 東 京 都 渋 谷 区
三 和 工 場 群 馬 県 伊 勢 崎 市
札 幌 支 店 北 海 道 札 幌 市 豊 平 区
仙 台 支 店 宮 城 県 仙 台 市 太 白 区
北 関 東 支 店 群 馬 県 高 崎 市
東 京 支 店 東 京 都 台 東 区
横 浜 支 店 神 奈 川 県 横 浜 市 西 区
名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市中川区
大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 浪 速 区
広 島 支 店 広 島 県 広 島 市 中 区
福 岡 支 店 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区

（注）上記の他、営業所が16ヶ所あります。
㈱三共エクセル ― 群 馬 県 み ど り 市
㈱ビスティ ― 東 京 都 渋 谷 区
㈱三共クリエイト ― 東 京 都 渋 谷 区
インターナショナル・カード・システム㈱ ― 東 京 都 渋 谷 区
㈱ジェイビー ― 東 京 都 渋 谷 区

従業員数（名） 前期末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

1,065 △19 41.2 14.6
（注）従業員数は就業人員であります。

７．企業集団の主要拠点等 

８．企業集団の従業員の状況

11
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　⑴発行可能株式総数	 144,000,000株
　⑵発行済株式の総数	 81,176,781株	（自己株式8,420,719株を除く。）
　⑶当期末株主数	 12,235名
　⑷大株主の状況（上位10名）

株　　　主　　　名 持株数 持株比率

千株 ％

株式会社マーフコーポレーション 28,346 34.91
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,145 3.87
赤石典子 2,506 3.08
毒島章子 2,506 3.08
毒島秀行 2,431 2.99
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,400 2.95
ステート	ストリート	バンク	ウェスト	クライアント	トリーティー	505234 1,283 1.58
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 1,021 1.25
ステート	ストリート	バンク	アンド	トラスト	カンパニー	505103 996 1.22
フィールズ株式会社 980 1.20

（注）1.	持株数は千株未満、持株比率は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
　　 2.	当社は、自己株式8,420,719株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

Ⅱ会社の株式に関する事項
１．株式の状況 
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事業報告

１．当事業年度末日における当社役員が保有する新株予約権の状況

２．当事業年度中に当社執行役員及び当社子会社役員に交付した新株予約権の状況

Ⅲ新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の名称
（発行日）

新株予約権
の数

目的となる株式の
種類及び数

行使価額
（１株あたり） 行使期間 保有者数

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2014年度新株予約権

（平成26年７月22日）
622個 普通株式

62,200株 1円 平成26年７月23日から
平成76年７月22日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2015年度新株予約権

（平成27年７月23日）
559個 普通株式

55,900株 1円 平成27年７月24日から
平成77年７月23日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2016年度新株予約権

（平成28年７月21日）
654個 普通株式

65,400株 1円 平成28年７月22日から
平成78年７月21日まで 3名

区分 新株予約権の名称
（発行日）

新株予約権
の数

目的となる株式の
種類及び数

行使価額
（１株あたり） 行使期間 交付者数

当社
執行役員

株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2016年度新株予約権

（平成28年７月21日）
226個 普通株式

22,600株 1円 平成28年７月22日から
平成78年７月21日まで 11名

当社
子会社役員

株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2016年度新株予約権

（平成28年７月21日）
103個 普通株式

10,300株 1円 平成28年７月22日から
平成78年７月21日まで 14名

13
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地　　　位 氏　　　名 担　　　当

代表取締役会長ＣＥＯ 毒 　 島 　 秀 　 行
代表取締役社長ＣＯＯ 筒 　 井 　 公 　 久
取締役専務執行役員 富 　 山 　 一 　 郎 営業本部長	兼	パーラー事業部長
取 締 役 木 　 谷 　 太 　 郎
取 締 役 三 　 浦 　 嚴 　 嗣
常 勤 監 査 役 鵜 　 川 　 詔 　 八
監 査 役 石 　 山 　 俊 　 明
監 査 役 真 　 田 　 芳 　 郎
監 査 役 野 　 田 　 典 　 義

（注）1.	取締役のうち、木谷太郎、三浦嚴嗣の両氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
　　 2.	監査役のうち、真田芳郎、野田典義の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
　　 3.	取締役のうち、木谷太郎、三浦嚴嗣の両氏及び監査役のうち、真田芳郎、野田典義の両氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
　　 4.	監査役鵜川詔八氏は、長年に亘る当社役員の経験及び当業界における諸事情に精通しており、当社の企業活動の適正性を判断するに相当程度の知見を有するもの

であります。監査役石山俊明及び野田典義の両氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役真田芳郎
氏は司法書士の資格を有しており、法律的見地から当社の企業活動の適正性を判断するに相当程度の知見を有するものであります。

　　 5.	当社は、コーポレートガバナンスの強化及び意思決定の迅速性と的確性の確保を目的とし、執行役員制度を導入しております。

１．取締役及び監査役の状況（平成29年3月31日現在）

Ⅳ会社役員に関する事項

２．重要な兼職の状況

区　　　　　分 氏　　　名 兼　　職　　先 兼職の内容

取 締 役 毒 　 島 　 秀 　 行 ㈱ 三 共 ク リ エ イ ト 代 表 取 締 役
取 締 役 筒 　 井 　 公 　 久 ㈱ 三 共 ク リ エ イ ト 取 締 役

㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス 社 外 取 締 役
取 締 役 富 　 山 　 一 　 郎 ㈱ ジ ェ イ ビ ー 取 締 役
監 査 役 石 　 山 　 俊 　 明 ㈱ 三 共 ク リ エ イ ト 監 査 役

インターナショナル・カード・システム㈱ 〃
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事業報告

地　　　　　位 氏　　　名 役職及び担当

常務執行役員 東 　 郷 　 裕 　 二 商品本部長
常務執行役員 小 　 倉 　 敏 　 男 知的財産本部長
常務執行役員 高 　 井 　 克 　 昌 製造本部長	兼	三和工場長
常務執行役員 大 　 島 　 洋 　 子 管理本部長
執 行 役 員 古 　 平 　 　 　 博 管理本部	情報システム部長
執 行 役 員 福 　 田 　 　 　 隆 商品本部副本部長
執 行 役 員 堤 　 　 　 順 　 一 商品本部	商品部長
執 行 役 員 関 　 根 　 史 　 高 商品本部	商品戦略室長	兼	購買部長
執 行 役 員 鴨 　 田 　 　 　 久 商品本部	PS開発部長
執 行 役 員 尼 　 子 　 勝 　 紀 営業本部副本部長	兼	販売戦略部長
執 行 役 員 蒔 　 田 　 穂 　 高 経営企画部長

４．取締役を兼務しない執行役員（平成29年３月31日現在）

　当社は、社外取締役及び監査役の全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契
約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

３．責任限定契約の内容の概要

15
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区　　　　　分 人　　　数 報酬等の額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

5
（　2

人
人　）

597 
（　　3

百万円
百万円　）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

4
（　2

人
人　）

33 
（　　3

百万円
百万円　）

計 9人 630百万円

（注）1.	報酬限度額は、平成18年６月29日開催の定時株主総会において、取締役は年額800百万円以内、監査役は年額50百万円以内と決議されております。
　　 2.	ストック・オプションとして付与する新株予約権は、平成26年６月27日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内と決議されております。
　　 3.	上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
　　 	 ストック・オプションによる報酬額	 取締役	 184百万円

区　　　　　分 氏　　　名 主な活動状況

取 締 役 木　谷　太　郎
当事業年度開催の全ての取締役会に出席するとともに、弁護士とし
ての豊富な経験と高い専門性を活かして、コーポレートガバナンス
に貢献している。

取 締 役 三　浦　嚴　嗣
当事業年度開催の全ての取締役会に出席するとともに、経営者とし
ての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般について提言して
いる。

監 査 役 真　田　芳　郎
当事業年度開催の全ての取締役会、監査役会に出席するとともに、
主に法律の専門家としての豊富な経験と深い見識に基づき適宜提
言している。

監 査 役 野　田　典　義
当事業年度開催の全ての取締役会、監査役会に出席するとともに、
税理士として企業会計に精通した豊富な経験と深い見識に基づき
適宜提言している。

５．取締役及び監査役の報酬等の額

６．社外役員の主な活動状況
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１．会計監査人の氏名又は名称
新日本有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 65百万円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 73百万円

（注）1.	当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商
品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質
的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
にはこれらの合計額を記載しております。

　 　2.	当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な
資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査の実施状況、監査
計画及び報酬見積もりの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査
人の報酬等につき会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．  会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある
場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会
に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案
の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第
１項各号に定める事由に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解
任後最初に招集される株主総会において、会計監査人
を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。

４．  過去２年間に業務の停止の処分を受けた者
に関する事項

　当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人
は、平成27年12月22日、金融庁から、契約の新規の
締結に関する業務の停止３ヶ月（平成28年１月１日か
ら同年３月31日まで）の処分を受けました。当社は、
同監査法人の再発防止に向けた改善への取り組み及び
当社に対する監査業務は適正かつ厳格に遂行されてい
ることを評価し、今後も同監査法人による継続的な監
査を行うことが最善との判断に至っております。

Ⅴ会計監査人の状況
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１．  業務の適正を確保するための体制等の整備
についての決議内容の概要

　当社取締役会は以下の「内部統制システムの構築・
運用に関する基本方針」を決議しております（平成18
年５月２日初回決議、平成27年５月22日改定決議）。
ⅰ　	取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制
　当社グループは、当社の取締役、執行役員並びに
主要役職者で構成する「経営会議」において企業倫
理やコンプライアンス全般について統括し、方針・
施策の立案を行うものとします。また、当社は複数
の独立役員を選任することで、経営の透明性の向上
と客観性の確保を図ります。
　当社内部監査室（以下、内部監査室）による定期
的な内部監査の実施により、当社グループの法令・
社内規程の遵守状況を監査します。内部監査室は、
監査結果について当社の社長に報告を行い、問題が
発見された場合は直ちにコンプライアンス施策の立
案あるいは改善支援を行うものとします。加えて、
標語化した業務執行の心得を当社グループの全役
員・従業員に配布し、コンプライアンスの重要性及
び日常における具体的な行動基準の浸透を図るとと
もに、必要に応じて外部教育機関の研修等を通じて
指導・補完を実施します。
　当社グループは、反社会的勢力及び団体に毅然と
対応し、警察等関係機関と緊密な連携をとり、反社
会的行為に関わらないよう、社会常識と正義感を持
ち、常に良識ある行動に努めます。

Ⅵ会社の体制及び方針
ⅱ　	取締役及び使用人の職務執行に係る情報の保存

及び管理に関する体制
　当社は、法令・社内規程に基づき、職務執行に関
する情報の管理及び文書等の保存・管理を行うもの
とします。なお、情報の保存・管理状況につきまし
ては、内部監査室による内部監査等により監視・指
導を継続するものとします。また、保存された情報
につきましては、適時開示に関する情報取扱責任者
と連携を取り、必要に応じ速やかに情報開示を行う
ものとします。

ⅲ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、「経営会議」が事業運営上のリスク全般に
ついて統括し、重大な危機発生時の具体的な対応や
リスク管理体制についての方針を決定するものとし
ます。また、内部監査室は当社グループに潜在する
リスクの抽出とリスク軽減対策の検討を行い、必要
に応じて社内規程の改正等により対応の定着化を図
るものとします。なお、通常業務におけるリスク管
理については、当社グループの各部門が社内規程に
基づきそれぞれ管理を行い、その遵守状況について
は内部監査室の内部監査を通じて監視・統括するも
のとします。

ⅳ　	取締役の職務の執行が効率的に行われているこ
とを確保するための体制

　当社及び当社グループ各社は、経営上の重要な意
思決定や取締役の業務執行に関する監督を行うため
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定時取締役会に加え、迅速な意思決定のために必要
に応じて臨時取締役会を開催するものとします。
　当社は執行役員制度を導入し、取締役会の経営意
思決定機能及び監督機能の強化を図ります。また、取
締役会決議事項の事前の詳細審議や経営戦略事項等
について迅速かつ的確に意思決定を行うため、「経営
会議」を毎月定期的に開催するものとします。さらに、
当社グループの機動的な業務推進を行うため、新商
品の開発に関して協議する「商品会議」や販売方針
を決定する「販売戦略会議」等、目的別に複数の会
議体を設置し、職務分掌に基づいた取締役の職務執
行に関する責務・役割を明確にするものとします。

ⅴ　	当社企業集団が業務の適正を確保するための体制
　当社グループ各社は、当社経理部に対し毎月定期
的に経営状況等を報告するものとします。グループ
各社における業務の公正性・効率性並びにコンプラ
イアンス遵守状況等については、内部監査室の内部
監査を通じて監視する体制とします。加えてコンプ
ライアンスの周知徹底については、業務執行の心得
の配布・掲示を通じて日常的な指導はもとより、必
要に応じて当社の研修に参加できる体制とします。
なお、グループ各社の経営については、自主性を尊
重しつつ、重要案件については当社の「経営会議」
で報告を受け、事前に協議を行うものとします。

ⅵ　財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社及び当社グループ主要各社は、金融商品取引

法に定める財務計算に関する書類その他の情報の適
正性を確保するため「内部統制基本方針書」を制定し、
同方針書に基づき、財務報告に係る内部統制を全社
的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて実施
する体制を整備し、運用するものとします。

ⅶ　	監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこと
を求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役の職務を補助する目的のもと監査役会事務
局を設置し、必要に応じて専任又は他部署との兼務
にて使用人をスタッフとして配置できることとし、
その人事については、取締役と監査役で事前に協議
した上で決定するものとします。

ⅷ　	監査役の職務を補助する使用人の取締役からの
独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項

　監査役会事務局に専任スタッフを設置する場合に
は、当該スタッフは監査役の指揮命令下に置くもの
とします。加えて、当該スタッフが他の業務を兼務
すること、及びその人事考課、人事異動に関しては、
監査役の同意を得た上で決定するものとします。

ⅸ　	取締役及び使用人等が監査役に報告するための
体制及びその他監査役への報告に関する体制、
並びに報告したことを理由として不利な取り扱
いを受けないことを確保するための体制

　監査役会は、必要に応じて当社グループの取締役
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及び使用人等に報告・説明を求め、取締役の職務執
行状況やコンプライアンス遵守状況を十分に監視で
きる体制とします。
　また、監査役は重要な意思決定の過程及び業務の
執行状況を把握するため、当社の取締役会等の重要
会議に出席し当社グループの重要な情報について報
告を受けるとともに、主要な稟議書その他業務執行
に関する文書を閲覧し、取締役等に報告・説明を求
めることができるものとします。
　当社グループの取締役及び使用人等は、法令等に
従い、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのあ
る事実を発見した場合には、担当部署等もしくは当
社の監査役へ報告するものとします。
　なお、監査役へ報告を行った当社グループの取締
役及び使用人等に対し、当該報告をしたことを理由
として不利な取り扱いを一切行わないものとし、そ
の徹底を図ります。

ⅹ　	監査役の職務の執行について生ずる費用の前払
い又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項

　監査役の職務執行に関して生じる費用については、
当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の
執行に必要でないことを証明した場合を除き、会社
が負担します。また、監査役が当該費用の前払いを
求める場合にはこれに応じます。

ⅺ　	その他監査役の監査が実効的に行われているこ
とを確保するための体制

　内部監査室は定期的に監査役会に対して内部監査
の実施状況について報告し、意見交換を行うものと
します。
　また、監査役は必要に応じて弁護士その他の専門
家に対し、監査業務に関する助言等を求めることが
できるものとします。

２．  業務の適正を確保するための体制の運用状
況の概要

　当事業年度における業務の適正を確保するための体
制の運用状況は下記のとおりであります。
ⅰ　	コンプライアンス、リスク管理体制
　当社は、毎月開催している経営会議において、コ
ンプライアンスに関する課題、各部門から報告され
たリスク情報に関する対策などについて、迅速かつ
的確な意思決定及び執行指示を行っております。
　コンプライアンス体制の基礎として業務執行の心
得を標語化し、当社グループの全役員・従業員に周
知徹底させております。具体的には、文書の配付、
社内への掲示、社内イントラネット上での公開とと
もに各部門の実状に即した運用を行うことで日常に
おける行動基準として浸透を図っております。また、
経営企画部法務チームが部門ごとの課題解決に即し
た勉強会を適宜開催し、コンプライアンスの重要性
を啓蒙しております。
　このほか、反社会的行為に関わらないよう、取引
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先との契約書等に反社会的勢力の排除に関する項目
を盛り込むとともに、公益社団法人警視庁管内特殊
暴力防止対策連合会へ加入、研修等への参加により
得た情報を社内で共有化しております。

ⅱ　	取締役の職務執行
　取締役会は社外取締役２名を含む５名で構成され、
当事業年度におきましては定期開催5回を含む計12
回開催し、経営上の重要な意思決定や取締役の業務
執行に関する監督を適切に行っております。また、
取締役会の議案や報告事項について十分に検討でき
るよう、事務局が各取締役へ資料の事前配布や説明
を実施しております。
　このほか、社外取締役の経営監督機能を十分に発
揮させるため、社外取締役と社外監査役をメンバー
とした会合を定期的に開催し、情報交換・認識共有
を行っております。

ⅲ　	監査役の職務執行
　監査役会は社外監査役２名を含む４名で構成され、
当事業年度におきましては５回開催し、取締役及び
使用人の職務の執行状況を監査しております。また、
監査役会は監査役全員の取締役会への出席を原則と
するとともに、会計監査人及び内部監査室と意見交
換・情報共有を行っております。
　このほか、監査役は社長との様々なコミュニケー
ションを通じて、事業環境及び経営上の課題などを
把握し、監査の実効性を高めております。

ⅳ　	内部監査の実施
　内部監査室は法令及び規程等の遵守、業務プロセ
スの適正性の確保に重点を置いた内部監査計画書を
期初に策定し、当社及び当社グループ各社を対象に
同計画書に基づいた監査を実施しております。監査
を通じて潜在するリスクの抽出を行うとともに、被
監査部門に問題があれば改善を促し、その結果及び
改善状況を会長、社長及び監査役会に報告しており
ます。

３． 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社では、株主の皆さまへの利益の還元を経営上の
最重要課題のひとつとして位置づけております。配当
政策につきましては、連結の親会社株主に帰属する当
期純利益に対する配当性向25％を目安とした利益配分
指針とし、配当の継続的な増加を目指してまいります。
　上記配当方針に加え、安定配当の観点から、当期の
配当につきましては、１株につき150円（うち中間配
当75円、連結の配当性向は683.6％）を予定しており
ます。
　なお、内部留保金につきましては、商品開発・設備
投資・販売の強化等に有効に活用し、業績の一層の向
上に努めるとともに、自己株式の取得につきましては、
資本効率の向上を勘案した上で判断してまいります。
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連結貸借対照表（平成29年３月31日現在）

（単位：百万円）

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部
科　　　　　　　目 金　　　額 科　　　　　　　目 金　　　額

流動資産 317,552
現金及び預金 97,818
受取手形及び売掛金 18,626
有価証券 188,007
商品及び製品 82
仕掛品 289
原材料及び貯蔵品 1,334
有償支給未収入金 1,796
繰延税金資産 2,073
その他 7,536
貸倒引当金 △ 13

固定資産 73,032
有形固定資産 44,880
建物及び構築物 14,674
機械装置及び運搬具 1,119
工具、器具及び備品 3,013
土地 22,985
リース資産 13
建設仮勘定 0
その他 3,074

無形固定資産 586
のれん 267
ソフトウエア 279
その他 40

投資その他の資産 27,565
投資有価証券 21,612
長期貸付金 544
繰延税金資産 5,319
その他 493
貸倒引当金 △ 24
投資損失引当金 △ 379

流動負債 21,930
支払手形及び買掛金 5,607
電子記録債務 8,113
リース債務 5
未払法人税等 1,623
賞与引当金 834
その他 5,745

固定負債 28,368
新株予約権付社債 20,066
リース債務 8
退職給付に係る負債 4,671
資産除去債務 63
その他 3,557

負債合計 50,298
純　資　産　の　部

株主資本 334,408
資本金 14,840
資本剰余金 23,750
利益剰余金 335,518
自己株式 △� 39,700

その他の包括利益累計額 5,076
その他有価証券評価差額金 5,264
退職給付に係る調整累計額 △� 188

新株予約権 802
純資産合計 340,287

資産合計 390,585 負債純資産合計 390,585

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類
P.5

事
業
報
告

P.6

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

P.25

監
査
報
告
書

P.28

22

P.1

事
業
報
告

010_0229201102906.indd   22 2017/05/25   19:38:55



連結損益計算書（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

（単位：百万円）

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額

　　売上高 81,455
　　売上原価 38,409

売上総利益 43,045
　　販売費及び一般管理費 37,986

営業利益 5,059
　　営業外収益 1,017
　　営業外費用

持分法による投資損失 2,216
その他 28 2,244
経常利益 3,832

　　特別利益
固定資産売却益 8 8

　　特別損失
固定資産売却損 24
固定資産廃棄損 37
投資有価証券評価損 85
ゴルフ会員権売却損 8 156
税金等調整前当期純利益 3,685
法人税、住民税及び事業税 2,105
法人税等調整額 △198 1,907
当期純利益 1,777
親会社株主に帰属する当期純利益 1,777
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連結株主資本等変動計算書（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

株主資本
資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 14,840 23,750 345,918 △39,700 344,807

当期変動額 	 	 	

剰余金の配当 　 　 △12,176 　 △12,176

親会社株主に帰属する
当期純利益 　 　 1,777 　 1,777

自己株式の取得 　 　 △2 △2

自己株式の処分 　 　 △0 2 1

株主資本以外の項目の
当期変動額	(純額) 　 　

当期変動額合計 ― ― △10,399 0 △10,399

当期末残高 14,840 23,750 335,518 △39,700 334,408

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る

調整累計額
その他の包括利益

累計額合計
当期首残高 3,839 △232 3,607 526 348,941

当期変動額 	 	 	 	

剰余金の配当 　 　 　 　 △12,176

親会社株主に帰属する
当期純利益 　 　 　 　 1,777

自己株式の取得 　 　 　 　 △2

自己株式の処分 　 　 　 　 1

株主資本以外の項目の
当期変動額	(純額) 1,424 44 1,469 275 1,744

当期変動額合計 1,424 44 1,469 275 △8,654

当期末残高 5,264 △188 5,076 802 340,287

（単位：百万円）
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貸借対照表（平成29年３月31日現在）

（単位：百万円）（単位：百万円）

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部
科　　　　　　　目 金　　　額 科　　　　　　　目 金　　　額

流動資産 288,353
現金及び預金 64,013
受取手形 7,522
売掛金 18,987
有価証券 183,007
商品及び製品 8
仕掛品 3,276
原材料及び貯蔵品 1,249
前渡金 28
前払費用 6,064
有償支給未収入金 2,078
繰延税金資産 664
その他 1,467
貸倒引当金 △ 15

固定資産 87,835
有形固定資産 3,538
建物 113
構築物 4
機械及び装置 721
運搬具 56
工具、器具及び備品 2,642

無形固定資産 244
ソフトウエア 210
電話加入権 33

投資その他の資産 84,052
投資有価証券 13,669
関係会社株式 64,583
出資金 6
長期貸付金 544
破産更生債権等 24
長期前払費用 88
繰延税金資産 3,768
その他 1,770
貸倒引当金 △ 24
投資損失引当金 △ 379

流動負債 20,139
買掛金 3,651
電子記録債務 10,875
未払金 3,308
未払費用 212
未払法人税等 390
前受金 0
預り金 214
前受収益 152
賞与引当金 709
株主優待引当金 92
その他 532

固定負債 27,428
新株予約権付社債 20,066
退職給付引当金 4,160
資産除去債務 63
長期預り保証金 752
その他 2,385

負債合計 47,568
純　資　産　の　部

株主資本 322,634
資本金 14,840
資本剰余金 23,750
資本準備金 23,750

利益剰余金 322,825
利益準備金 2,555
その他利益剰余金 320,269
　別途積立金 281,501
　繰越利益剰余金 38,767

自己株式 △� 38,780
評価・換算差額等 5,183

その他有価証券評価差額金 5,183
新株予約権 802
純資産合計 328,620

資産合計 376,188 負債純資産合計 376,188

25
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損益計算書（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

（単位：百万円）

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額

　　売上高 66,356

　　売上原価 39,130

売上総利益 27,226

　　販売費及び一般管理費 27,602

営業損失 375

　　営業外収益 3,864

　　営業外費用 28

経常利益 3,460

　　特別利益

固定資産売却益 8 8

　　特別損失

固定資産売却損 10

固定資産廃棄損 26

関係会社株式評価損 85

ゴルフ会員権売却損 7 129

税引前当期純利益 3,339

法人税、住民税及び事業税 623

法人税等調整額 △593 30

当期純利益 3,308

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類
P.5

事
業
報
告

P.6

連
結
計
算
書
類

P.22

計
算
書
類

監
査
報
告
書

P.28

26

P.1

010_0229201102906.indd   26 2017/05/25   19:38:55



株主資本等変動計算書（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資　本
準備金

資　　　本
剰余金合計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計別途積立金 繰　　　越

利益剰余金
当期首残高 14,840 23,750 23,750 2,555 317,501 11,636 331,693
当期変動額
剰余金の配当 △12,176 △12,176
別途積立金の取崩 △36,000 36,000 ―
当期純利益 3,308 3,308
自己株式の取得
自己株式の処分 　 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額	(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― △36,000 27,131 △8,868
当期末残高 14,840 23,750 23,750 2,555 281,501 38,767 322,825

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △38,780 331,502 3,761 3,761 526 335,791
当期変動額
剰余金の配当 △12,176 △12,176
別途積立金の取崩 ― ―
当期純利益 3,308 3,308
自己株式の取得 △2 △2 △2
自己株式の処分 2 1 1
株主資本以外の項目の
当期変動額	(純額) 1,421 1,421 275 1,697

当期変動額合計 0 △8,868 1,421 1,421 275 △7,171
当期末残高 △38,780 322,634 5,183 5,183 802 328,620
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年５月19日

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ
（登記社名　株式会社三共）
　取　締　役　会　御　中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員	 公認会計士　布施木孝叔　㊞業務執行社員
指定有限責任社員	 公認会計士　三	宅	孝	典　㊞業務執行社員

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＳＡＮＫＹＯの平成28年４月１日から平成29年３月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適
用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
株式会社ＳＡＮＫＹＯ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年５月19日

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ
（登記社名　株式会社三共）
　取　締　役　会　御　中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員	 公認会計士　布施木孝叔　㊞業務執行社員
指定有限責任社員	 公認会計士　三	宅	孝	典　㊞業務執行社員

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＳＡＮＫＹＯの平成28年４月１日から平成29
年３月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明
細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及び
その附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示
を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会の監査報告書謄本

監　査　報　告　書
平成29年５月22日

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ
（登記社名　株式会社三共）
代表取締役　筒	井	公	久　殿社　　　長

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ　監査役会
（登記社名　株式会社三共）
常勤監査役　鵜	川	詔	八　㊞
監　査　役　石	山	俊	明　㊞
監　査　役　真	田	芳	郎　㊞
監　査　役　野	田	典	義　㊞

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第52期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について
報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他
の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その
他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正
を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に
関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
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監査役会の監査報告書謄本

び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当
該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基
づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
　一	　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。
　二	　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。
　三	　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以　　上

（注）　監査役真田芳郎及び監査役野田典義は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外
監査役であります。

以　　上
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住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井
住友信託銀行株式会社にお申出ください。
未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

「配当金計算書」について
配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼
ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。ただし、株式数比例配
分方式をご選択いただいている株主さまにつきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確
定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。なお、配当金領収証に
て配当金をお受取りの株主さまにつきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいて
おります。確定申告をなされる株主さまは大切に保管ください。

株　　主　　メ　　モ

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月
基 準 日 定時株主総会　3月31日

期 末 配 当 金　3月31日
中 間 配 当 金　9月30日
その他必要があるときはあらかじめ公告して定めた日

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

　（郵 便 物 送 付 先） 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電 話 照 会 先） 電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
　（ホームページURL） http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
単 元 株 式 数 100株
公 告 方 法  電子公告の方法により行います。

公告掲載URL　http://www.sankyo-fever.co.jp/koukoku.html
 なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない
場合は、日本経済新聞に掲載して行うものとします。

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所　市場第１部
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■　交通機関のご案内

JR「恵比寿駅」東口改札（３階）
より徒歩約10分

東京メトロ日比谷線「恵比寿
駅」JR恵比寿駅方面改札
より徒歩約13分

駒沢通り
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SANKYO

恵比寿
三越

恵比寿
ガーデンプレイス
タワー

恵比寿
ガーデンプレイス
タワー

厚生中央病院

ザ・ガーデンホール

恵比寿
ガーデンテラス
壱番館

渋谷橋

動く歩道（恵比寿スカイウォーク）をご利用ください。

株主総会会場
ウェスティンホテル東京

動く歩道（恵比寿スカイウォーク）
の終点右手、インフォメーション奥
のエスカレータで地下にお降りく
ださい。

通路に沿ってお進みいただくと左手に
恵比寿三越が見えてきます。

地下１階入口よりお入りい
ただき左手エスカレータで
地下2階へお降りください。

インフォメーション

東京メトロ日比谷線
恵比寿駅

１番出口

ウェスティンホテル東京
地下２階　スタールーム
東京都目黒区三田一丁目４番１号

（恵比寿ガーデンプレイス内）
TEL.（03）5423-7000

株主総会会場
ご 案 内 図

本年より、株主総会ご出席の株主さまへ
のお土産は取りやめとさせていただきま
す。何卒ご理解賜りますようお願い申し
上げます。

本　　社：東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号	
TEL.（03）5778ｰ7777（代表）
http://www.sankyo-fever.co.jp/

雨 天 の 場 合、 恵 比 寿 ス カ イ ウ ォ ー ク
（　　　　）及び恵比寿ガーデンプレイス地下
１階プロムナード（　　　　）を経由していた
だきますと、傘などを使用せずにご来場いた
だけます。
※	JR「恵比寿駅」西口改札（１階）からは東口
改札へお回りいただくか、恵比寿スカイウ
ォーク側の公道をご利用ください。

※	上記JR「恵比寿駅」東口改札（３階）へお回
りいただくか、恵比寿スカイウォーク側の
公道をご利用ください。

※	お車でのご来場は、当日、道路渋滞の可能
性がありますので、なるべくご遠慮願いま
す。

※	受付開始は午前９時を予定しております。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

この冊子は環境保全のため、
植物油インクで印刷しています。

010_0229201102906.indd   1 2017/05/25   19:38:47


